
１

基
本
賃
金
等

本
年
度
の
給
与
勧
告
は
完
全
実
施
と

な
り
、
民
間
と
の
較
差
２
・
38
％
を
埋

め
る
た
め
、
若
年
層
２
万
円
台
〜
高
齢

層
・
再
任
用
３
千
円
台
の
給
与
引
き
上

げ
と
な
り
ま
す
。
一
時
金
は
期
末
手
当
・

勤
勉
手
当
共
に
０
・
05
月
分
引
き
上
げ

て
４
・
６
月
と
な
り
、
再
任
用
職
員
に

つ
い
て
も
０
・
05
月
分
引
き
上
げ
て
２
・

４
月
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域
手
当

に
つ
い
て
は
、
前
橋
市
・
高
崎
市
・
太

田
市
が
４
％
と
な
り
ま
す
が
、
県
と
し

て
は
一
律
の
支
給
割
合
と
し
、
現
行
２
・

５
％
が
２
・
８
％
と
な
り
ま
す
（
市
立

高
校
な
ど
も
同
様
で
す
）
。

55
歳
を
超
え
る
職
員
に
対
す
る
昇
給

停
止
や
60
歳
を
超
え
る
職
員
の
給
与
７

割
、
再
任
用
職
員
の
給
与
や
ボ
ー
ナ
ス

大
幅
減
に
つ
い
て
は
、
国
人
勧
や
県
人

勧
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
改
善
は
困
難
で
あ
る
と
の
県
当

局
の
姿
勢
は
か
た
く
な
で
し
た
。
人
勧

完
全
実
施
に
伴
う
財
政
支
出
は
約
66
億

円
の
増
額
で
、
こ
れ
以
上
の
改
善
は
無

理
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
県
当
局
か
ら

国
人
勧
で
示
さ
れ
た
能
力
・
実
績
に
基

づ
く
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
昇
給
制
度
の
検

討
に
つ
い
て
の
提
案
が
あ
り
、
期
限
を

定
め
る
こ
と
な
く
、
引
き
続
き
意
見
交

換
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

２

通
勤
手
当

片
道
５
ｋ
ｍ
以
上
の
各
区
分
の
増
額
、

高
速
道
路
・
新
幹
線
利
用
加
算
額
の
全

額
支
給
と
片
道
30
ｋ
ｍ
以
上
へ
の
認
定

要
件
緩
和
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
県
人

勧
で
は
「
ど
の
よ
う
な
通
勤
手
当
制
度

が
適
切
な
の
か
を
改
め
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
」
と
言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、

具
体
的
な
前
進
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

３

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

勤
務
時
間
制
度
の
整
備
状
況
に
つ
い

て
各
任
命
権
者
固
有
の
課
題
が
あ
る
も

の
の
、
制
度
の
趣
旨
に
鑑
み
、
ま
ず
は

国
と
同
様
の
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

の
確
保
に
係
る
努
力
義
務
及
び
11
時
間

の
目
安
時
間
に
つ
い
て
定
め
た
上
で
、

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

に
つ
い
て
も
同
日
に
試
行
か
ら
本
格
導

入
と
な
り
、
具
体
的
な
運
用
に
つ
い
て
、

任
命
権
者
交
渉
で
協
議
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
（
教
員
に
は
直
接
関
係
あ
り

ま
せ
ん
が
、
厳
格
な
勤
務
時
間
管
理
や

業
務
の
合
理
化
に
取
り
組
む
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
）
。

４

子
の
看
護
休
暇

現
行
は
小
学
校
就
学
前
の
子
に
年
５

日
、
高
校
生
ま
で
年
３
日
で
す
が
、
小

学
校
３
学
年
終
了
前
ま
で
年
５
日
、
高

校
生
ま
で
年
３
日
と
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
学
級
閉
鎖
に
伴
う
子
の
世
話
や
入

学
式
や
卒
業
式
な
ど
の
行
事
参
加
に
つ

い
て
も
取
得
要
件
に
加
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
す
の
で
、
来
年
の
入
園
式

や
入
学
式
は
子
の
看
護
休
暇
で
参
加
し

て
く
だ
さ
い
（
孫
の
看
護
休
暇
に
つ
い

て
も
要
求
し
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら

先
送
り
と
な
り
ま
し
た
）
。
ま
た
、
育

児
部
分
休
業
に
つ
い
て
も
、
現
行
の
１

日
に
つ
き
２
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

の
形
態
に
加
え
、
新
た
に
１
年
に
つ
き

10
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
形
態
を
設

け
、
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
令
和
７
年
10

月
１
日
施
行
と
な
り
ま
す
。

一
方
で
、
扶
養
手
当
に
つ
い
て
は
、

国
・
県
人
勧
通
り
配
偶
者
現
行
６
千
５

百
円
を
廃
止
し
て
子
一
人
あ
た
り
現
行

１
万
円
を
１
万
３
千
円
と
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
来
年
度
は
経
過
措
置
で

配
偶
者
３
千
円
、
子
１
万
千
五
百
円
と

な
り
ま
す
。
子
二
人
ま
で
は
減
額
と
な

り
、
か
な
り
の
影
響
が
出
ま
す
。

５

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇

定
年
延
長
が
進
む
中
、
60
歳
を
超
え

る
職
員
に
対
す
る
配
慮
を
求
め
て
き
ま

し
た
。
新
た
に
61
歳
に
達
す
る
者
を
対

象
職
員
に
加
え
、
付
与
日
数
は
年
次
有

給
休
暇
を
活
用
し
、
年
５
日
と
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
60
歳
後
に
定
年
前
再
任

用
職
員
ま
た
は
会
計
年
度
任
用
職
員
と

な
っ
た
方
は
、
対
象
外
で
す
。
令
和
７

年
４
月
１
日
か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
。

６

両
立
支
援
対
策

昨
年
か
ら
要
求
し
て
い
る
15
分
単
位

の
年
休
取
得
に
つ
い
て
は
、
県
職
員
に

よ
っ
て
は
ま
だ
紙
ベ
ー
ス
で
提
出
し
て

い
る
所
も
あ
り
、
同
一
の
取
り
扱
い
が

困
難
で
あ
る
と
の
回
答
で
し
た
。
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
試
行
す
る
こ
と
を
提
案

し
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
検
討
を
継
続

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
子
を
養
育

す
る
職
員
が
時
間
外
勤
務
の
免
除
を
請

求
し
た
場
合
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え

て
勤
務
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
職
員
の
範

囲
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
３
歳
に
満
た

な
い
子
か
ら
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
し
て
い
る
職

員
ま
で
に
拡
大
し
ま
し
た
。
令
和
７
年

４
月
１
日
か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
。
産

育
休
に
係
る
正
規
代
替
職
員
の
確
実
な

確
保
や
短
期
の
介
護
休
暇
の
取
得
日
数

拡
大
な
ど
も
要
求
し
ま
し
た
が
、
各
任

命
権
者
ご
と
に
異
な
る
状
況
も
あ
る
た

め
、
職
員
が
安
心
し
て
働
け
る
環
境
を

整
備
す
る
よ
う
努
力
す
る
と
い
う
表
現

に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

７

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

相
談
者
へ
の
不
利
益
取
り
扱
い
の
禁

止
に
つ
い
て
、
指
針
や
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

に
加
え
、
庁
内
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
な
ど

も
活
用
し
て
よ
り
幅
広
い
周
知
・
注
意

喚
起
を
行
っ
て
い
く
よ
う
、
各
任
命
権

者
と
共
通
認
識
を
持
ち
な
が
ら
努
力
す

る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

８

臨
時
教
職
員

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
か
ら
、

地
公
臨
の
給
与
上
限
撤
廃
や
雇
用
の
継

続
、
非
常
勤
講
師
に
一
人
も
ボ
ー
ナ
ス

が
出
な
い
不
当
性
を
訴
え
て
き
ま
し
た
。

県
当
局
も
学
校
現
場
か
ら
の
訴
え
に
う

な
づ
き
な
が
ら
「
県
教
委
交
渉
で
十
分

協
議
す
る
よ
う
伝
え
た
い
」
と
の
姿
勢

を
示
し
ま
し
た
。
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１１月１1日２5時0３分妥結 年内に一時金プラス0.1月分と差額が支給予定

11
月
11
日
（
月
）
、
県
職
連
最
終
交
渉
が
午
後
２
時
か
ら
始
ま
り
、
通
勤

手
当
や
子
の
看
護
休
暇
、
両
立
支
援
策
や
高
齢
層
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
を

め
ぐ
る
攻
防
を
経
て
、
深
夜
の
最
終
副
知
事
交
渉
で
妥
結
し
ま
し
た
。
国
人

勧
の
取
り
扱
い
は
ま
だ
確
定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
県
人
勧
完
全
実
施
が
約
束

さ
れ
た
こ
と
で
、
一
時
金
０
・
１
月
分
ア
ッ
プ
、
す
べ
て
の
県
職
員
へ
の
差

額
支
給
が
実
現
し
て
無
事
交
渉
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
知
事
宛

メ
ッ
セ
ー
ジ
や
交
渉
支
援
で
の
ご
協
力
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
回
の
交
渉
を
踏
ま
え
、
ク
リ
ス
マ
ス
頃
ま
で
を
目
途
に
ボ
ー
ナ
ス
０
・

１
月
分
と
４
月
に
遡
っ
て
の
差
額
支
給
が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

前橋市大手町
3-1-10

群馬高教組

027-231-2784
ghtu＠educas.jp

http://www.ghtu.

org/

全教職員
配布号

副知事の最終回答・県職連確認事項
2024年11月11日25時03分妥結

１.今年度の給与改定及び給与制度のアップデートに関する人事委員会勧告に

ついては、勧告どおり実施する。

（差額は可能な限り年内に支給できるよう努力する。）

２.フレックスタイム制の見直しを行う。

３.勤務間インターバルの確保に係る努力義務及び目安時間を定める。

４.育児・介護休業法の改正に伴い、看護休暇・育児部分休業の見直しを行う。

５.リフレッシュ休暇の対象を拡大する。

６.両立支援制度に係る環境整備については、引き続き各任命権者で努力する。

７.各種ハラスメント対策については、引き続き各任命権者で努力する。

８.各単組交渉については、その結論を尊重する。

子
の
看
護
休
暇
で
行
事
参
加
や
学
級
閉
鎖
へ
の
対
応
可
能
に



産振手当・定通手当
茨城がともに５％であることなどから、県教委は「他県と比べて優位な状況

にある。」という認識ですが、10年以上改悪を阻止してきました。今回も「現

行通りとしたい」との回答でしたが、「教職調整額の引き上げと合わせて検討

したい」が付け足されました。来年度の交渉が大きな山場となります。

働き方改革
県教委は「管理職には校務分掌を調整したり行事を見直したりして多忙化解消

につなげるよう指導したい」と言っていますから、行事や部活動を増やす管理

職は論外です。行事や部活動の精選を求め、36協定の形骸化に警告を発しなが

ら、みんなで風通しのよい働きやすい職場となるよう求めていきましょう。

人事評価制度
人事評価は教育をよくするため、学校活性化のために必要というのが県教委

の姿勢です。一方で、国人勧で示された能力・実績主義の更なる強化拡大を進

めるべく、県の動向を見ながら同様に実施する姿勢も見せています。地公臨教

職員や会計年度任用職員の業績評価への反映も、不安や負担を減らすよう求め

てきました。また、公正に評価されているのかを確認するためには評価の分布

割合の公表も必要であり、組合への情報提供も求めています。

非常勤講師問題
①2020年度から正規と非正規の格差是正、非正規の待遇改善をめざす会計年度

任用職員制度に組み込まれましたが、それまで全員に出ていた2.3月分の報酬が

はがされて誰も期末手当が出ず、実績支給でパートタイム労働者となる改悪で

かえって正規との格差が拡大していました。一方で、それまでご苦労いただい

た方を守るため、平成からやっていた人は3490円、令和からの人は2840円とい

う二重単価で、非正規との間でも新たな格差が生じる（同一労働同一賃金の原

則に反する）問題も生じていました。今年度は2840円から150円引き上げられま

したが、来年度は40円と少額の引き上げにとどまりました。５０分授業及び定

時制では、2025年４月から以下のようになります（2026年度統一予定です）。

現給保障なしの単価 現行２９９０円→引上げ後 ３０３０円

現給保障ありの単価 現行３２１０円→R７年度 ３１２０円

②コマ数に応じた付随する業務に対する報酬に加え、外部監査からの指摘もあ

り、作問・採点・成績処理の時間をさらに上乗せすることになりました。授業

が割り振られた日の空き時間にやるのが前提で、支給要件は以下の通りです。

試験作成 1つの定期考査につき 1科目：上限2コマ 2科目以上：上限4コマ

試験採点 1つの定期考査につき 40人以下：上限１コマ 41～80人：上限2コマ

（以下、40人ごとに上限1コマ加算）

成績処理 学期末で 40人以下：上限１コマ 41～80人：上限2コマ

（以下、40人ごとに上限1コマ加算）

その他の付随業務 授業準備と上記3項目以外で校長が必要と認めた業務につい

て、週の持ちコマ数に応じて、10コマ以上で年3コマ、4～9コマで年2コマ、

1～3コマで年1コマ支給する。

例１ 1校1科目4コマ（生徒数60人）現給保障なし

試験作成と採点年5回✕2コマ、成績処理年3回✕2コマ、その他2コマで28コマ
分となり、3,030円✕28で84,840円が支給される見込みです。
例２ 3校3科目12コマ（1校1科目4コマ、生徒数はいずれも60人）現給保障なし

試験作成と採点年各5回✕6コマ、成績処理年各3回✕2コマ、その他3校各2コマ
で84コマ分となり、3,030円✕84で254,5200円が支給される見込みですが、空き
時間が確保できず、支給額が減ってしまう懸念が大いにあります。

入試制度
近県で採点ミスが相次ぐ中で、マークシートやデジタル採点でミスを起こさ

ない工夫が拡大しています。群馬もようやく今年度からデジタル採点となりま

すが、それでも憂鬱で仕方ありません。県教委は勤務時間内に採点が終了する

よう管理職を指導すると言っているので、勤務時間内に終わらずに入選手当600

円で採点をすることがないよう、それぞれの学校で注視してください。

ＢＹＯＤ
BYODで苦労されている担当者の負担軽減のため、県教委も工夫する姿勢を示

しました。FAQとは、Frequently Asked Questionsの略で、「頻繁に尋ねられる

質問」「よくある質問」という意味です。
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試験作成や採点・成績処理で科目や人数に応じた報酬が出ます

高教組交渉回答内容（県教委最終回答）

20２4年11月2２日1時35分妥結

１.教職員の働き方改革について
教職員の多忙化解消は、教育委員会、学校及び関係機関が連携して
取り組むべき最重点課題の一つと捉えており、業務の削減に向けた取
組を積極的に進めていきたい。管理職には、在校等時間を適切に把握
し、業務過多等が見られるようであれば、校務分掌を調整したり行事
を見直したりして、多忙化解消につなげるよう引き続き指導してまい
りたい。

２.人事評価制度について
研修や会議等を通じて、評価者及び被評価者に対する制度の周知を
継続的に行い、制度の理解と信頼性を高めるよう取り組んでいくとと
もに、評価の分布割合の公表については、今後、研究していきたい。
引き続き職員団体と意見交換を行いながら、制度の充実に努めていき
たい。

３.非常勤講師の報酬について
報酬単価の引上げを行う。現給保障ありの単価については、引下げ
を緩和する。

４.非常勤講師の授業に付随する業務について
非常勤講師の授業に付随する業務に係る報酬の見直しを行いたい。
また、運用にあたってはすべての非常勤講師の処遇改善につなげたい。

５.休暇制度について
６.時間外勤務の免除対象となる職員の範囲について
（５と６はリフレッシュ休暇など、県職連事項を確認したものです）

７.高校の入試制度について
公立高等学校入学者選抜の採点業務については、勤務時間内に終了
するよう、管理職を指導したい。なお、公立高等学校入学者選抜学力
検査問題については、中学校の平素の学習活動を踏まえ、受検者の能
力を公正・公平に評価できるよう工夫・改善を図っているところであ
るが、今後も関係各方面から丁寧に意見を伺っていきたい。

８.ＢＹＯＤの設定環境について
生徒自身で設定できるよう、ＯＳごとの設定動画を作成する予定で
ある。また、令和６年度のwi-fiへの接続設定の状況を踏まえ、現場
の声を反映させた設定のＦＡＱを充実させるなど、教職員の負担軽減
を検討したい。

９.教育予算の確保について
教育予算の確保については引き続き努力したい。また、保護者負担
軽減についても努力したい。

高教組はすべての高校教職員のためにあります
あなたも高教組に入り、活動を支えてください
ボーナスカンパもよろしくお願いします


